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The Consumer Commission

１．医療機関のホームページの情報提供の適正化
Ø 医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象とすること。

Ø 少なくとも医療法及び医療法施行規則に基づき「広告」に対して禁止している以下

の類型については、医療機関のホームページについても禁止すること。

・内容が虚偽にわたる広告

・他と比較して優良である旨の広告
・誇大な広告
・客観的事実であることを証明できない内容の広告
・公序良俗に反する内容の広告

２．事前説明・同意の適正化

Ø 厚生労働省通知の解釈や指導の基準（Ｑ＆Ａ）を速やかに示した上で、患者に対

する施術前の説明を適切に行い、患者の理解と同意を得た上で施術を行うべき

こと、即日施術を厳に慎むべきことを徹底すること。

Ø 消費者に対して、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項について

医療機関にチラシを備え置くなどして、注意喚起すること。

３．苦情相談情報の活用

Ø PIO-NETや医療安全支援センターに蓄積された情報の活用を図るとともに、

同センター相談窓口を消費者へ周知を図ること。

Ø 行政手続法に基づき、国民が、法令に違反する事実を発見した場合に、行

政機関に対し処分や行政指導を求める仕組みの活用を図ること。

問題点 建議事項

l 厚生労働省は、「医療機関ホームページガイドラ

イン」を策定するなどの対策を講じたが、改善が

進んでいない。

l 医療機関のホームページについては、医療法の

広告規制の対象外のため、立入検査や、改善命

令などの行政処分が行われていない。

l 相談事例にはあたかもリスクが少ない施術と勘

違いさせるような説明や、様々な理由を付けて即

日施術の決断を迫るケースが見られる。

l 厚生労働省は、「美容医療サービス等の自由診

療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等

について」を通知しているが、指導基準が明確で

はないため、具体的に何をすべきで何をしては

いけないのかが不明確なものとなっている。

ホームページでは不適切な情報提供が存在！

事前説明・同意に係るトラブルも増加！

美容医療サービスに関する消費者トラブルが跡を絶たない。当委員会は平成23年度に厚生労働省等に対して対策を講ずるよう建議を

発出し、一定の対策が講じられたが、その効果は十分でなく、相変わらず消費者トラブルが発生している。特に美容医療サービスに係る

ホームページには不適切な情報提供が存在し、患者に対する施術前の事前説明・同意も十分でない状況にあることから、当委員会は、厚

生労働省に対して必要な措置について建議する。

平成27年７月
消費者委員会
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➀医療機関のウェブサイト等の取扱いについて
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医療法における広告規制の現状について

①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサー
ビスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービス
の質について事前に判断することが非常に困難であること。

限定的に認められた事項（医療法第６条の５第１項各号等）以外は、原則として広告禁止

広告する内容

広告可能な事項

広告可能な事項
以外の内容

虚偽の内容 直接罰（※）を適用

・広告の中止命令・是正命令
・命令違反に対する間接罰(※)適用

※･･･６ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金。

一定の性質をもった項目に関する
事項を規定

例）・施設、設備又は従業者に関する事項
・提供される医療の内容に関する事項
・管理又は運営に関する事項

【広告の定義（医療広告ガイドライン※）】
①患者の受診等を誘引する意図があること
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が
特定可能であること
③一般人が認知できる状態にあること
①～③のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断

※医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）
について（平成１９年３月３０日付け医政発第０３３００１４号）

【広告に該当する媒体の具体例】
チラシ、パンフレット、看板等

【通常広告とはみなさないもの】
院内掲示、インターネット上のウェブサイト等※

検索した上で閲覧するものであるため
認知性がない（バナー広告等を除く）

※（１）学術論文、学術発表等（２）新聞や雑誌等での記事（３）体
験談、手記等（４）院内掲示、院内で配布するパンフレット等
（５）患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットや

Ｅメール（６）医療機関の職員募集に関する広告（７）インター
ネット上のホームページ（医療広告ガイドライン）

比較広告
誇大広告 等

・広告の中止命令・是正命令
・命令違反に対する間接罰(※)適用

3



医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

【開催の趣旨】

昨今、美容医療サービスに関する情報提供を契機として消費者トラブルが発生する問題が指摘されていることや、
厚生労働省の「保健医療2035」策定懇談会が示した提言集において「医療機関や医師の技術力の評価に関する
情報の公表の範囲や方法のあり方について検討すること」が求められていること等を踏まえ、国民、患者に対する
医療情報の提供内容等のあり方について新たに検討を行うための検討会を開催することとする。なお、これまで「医
療情報の提供のあり方等に関する検討会」において、医療機能情報提供制度や医療機関が広告できる事項の拡
大等について検討し施策に反映させてきたが、今後は本検討会にて検討する。

（敬称略）
○：委員長

【構成員】平成２８年９月７日時点 【開催実績】
Ø 第１回（平成２８年３月２４日）

• 医療機関のウェブサイト等の取扱いについて
• その他
Ø 第２回（平成２８年５月１８日）

• 前回の議論の整理（案）について
• その他
Ø 第３回（平成２８年８月３日）

• 医療機関のウェブサイト等の取り扱いについ
て(案)

• その他
Ø 第４回（平成２８年９月７日）

• 医療機関のウェブサイト等の取扱いについて
（とりまとめ（案））

• 医療機能情報提供制度の報告項目の改正につ
いて

• その他
Ø 平成２８年９月２７日 医療機関のウェブサイト等
の取扱いについて（とりまとめ）公表
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医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
医療機関のウェブサイト等の取扱いについて（概要）（参考資料１）

【監視・是正体制の強化等】
l 医療機関のウェブサイト等による情報提供の適正化に当たっては、医療法の規制
の対象とすることに加え、監視・是正体制を強化し実効性を確保していくことが
重要である。このため、都道府県等の地方自治体をまたがる広域的事案等に効率
的かつ迅速に対応するための行政権限や情報共有のあり方も含めて検討する必要
がある。また、問題の多い領域等に焦点を当てた規制の周知・遵守の徹底、患
者・消費者教育を推進していくことが重要である。

【規制の範囲、あり方】
l 医療機関のウェブサイト等について、広告可能事項が限定されている医療法上の
広告として取り扱うこととした場合には、患者が知りたい情報と考えられる、詳
細な診療内容等の情報が得られなくなる等、医療情報の提供促進に支障が生じる
ことへの懸念が多く示されていること等を踏まえ、引き続き、現行の医療法上の
広告規制の適用対象としないが、 適切な情報発信を推進する観点からも認めら
れないような、虚偽・誇大な表示等が規制されないことは適当ではないことから、
不適切な表示に対する規制を新たに設けるべきである。
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【具体的な施策例】
①監視・是正体制の強化、規制の周知・遵守の徹底
・新たな規制導入後に、厚生労働省は新たな規制の内容や具体的な違反事例等を
ガイドライン等において明確化。
・厚生労働省からの外部委託により、ネットパトロール監視体制を構築。
・都道府県等においては、提供された不適切なウェブサイト等に関する情報等を
踏まえ、適切に対応を行う。
・美容医療団体等は、合同で美容医療団体等による連絡会を立ち上げ、規制の周
知・遵守の徹底等に取り組む。
・違法情報等対応連絡会等に、医療広告等に係る規制を通信業界が策定している
ガイドライン等に盛り込むことの検討を求め、プロバイダによる違反広告等の
削除基準・手続等を整備すること等により規制の遵守を徹底。
②患者／消費者教育、注意喚起の実施等
・厚生労働省のウェブサイトにおいて注意喚起・相談窓口一覧ページを作成し、
周知に係る対応を図る。
・厚生労働省は美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項や相談窓口
に関するチラシを作成し、消費者、患者等への注意喚起を実施する。
・消費者庁、消費生活センター等、保健所・医療安全支援センター、関係団体、
ＮＰＯ等による、学校や地域における患者教育・消費者教育が重要であり、こ
れらの団体等の積極的な取組を慫慂する。

医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
医療機関のウェブサイト等の取扱いについて（概要）
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【今後の進め方について】
○ 上記を踏まえ、厚生労働省においては新たな規制の導入に向けて速
やかに法的検討を進めるとともに、関係者との協議により監視・是正
体制の強化等の各施策を順次具体化・実施すべきである。

○ 今般の規制見直し及び関係者による種々の取組により十分な効果が
得られるためには、美容医療などの関係団体をはじめ、関係省庁、都
道府県等の地方自治体等、全ての関係者が主体的に各施策に取り組ん
でいくことが必要不可欠であることを強調したい。

○ 新たな規制が導入されるまでの間も、医療広告に該当する医療機関
のウェブサイト等については現状でも医療法に基づく処分が可能であ
り、また、医療広告に該当しないものについては不当景品類及び不当
表示防止法等の他法令に基づいた対応が可能である。都道府県等の衛
生主管部局は医療法、消費者庁等 は不当景品類及び不当表示防止法等
に基づき、不適切な医療広告、ウェブサイト等について指導等の行政
上の対応を積極的に実施すべきである。

医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
医療機関のウェブサイト等の取扱いについて（概要）
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医業等に係るウェブサイトの監視体制強化（イメージ）

③情報提供自治体

④追跡調査

①ウェブサイト等の監視

①広告等の監視 ④ 追 跡 調 査

医業等に係るウェ
ブサイトが医療広
告規制等※に違反し
ていないかを監視

自治体に対する情
報提供の後の改善
状況等の調査を行
う

期待される
効果

ウェブサイトの監視体制の強化により、美容医療サービスを提供する医
療機関等のウェブサイトの適正化につなげ、消費者トラブルの減少を目
指す。

不適切な記載を認めた
場合、当該医療機関等
に対し規制を周知し、
自主的な見直しを図る

③情報提供・指導等

改善が認められない医
療機関を所管する自治
体に情報提供を行う。
（自治体は指導等を行
う）

受託事業者

②規制の周知等

・医療機関
・広告制作会社
・プロバイダ 等

②規制の周知等

厚労省 相談・報告

連携

※医療法、医療法施行令、医療法施行規則、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広
告することができる事項、医療広告ガイドライン及び医療機関ホームページガイドライン

平成29年度概算要求額 42,000千円

③指導等
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②インフォームド・コンセントの取扱い等に関するQ＆A
及び

消費者、患者向け注意喚起資料について
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インフォームド・コンセントの取扱い等に関するQ＆Aについて
（参考資料２）

Ø 「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等に関す
る質疑応答集（Ｑ＆Ａ）の送付について」（平成28年３月31日付け厚生労働省医政局総務
課事務連絡）を地方公共団体及び関係団体等へ送付し、管内の医療従事者等に対して
周知の徹底及び遵守の要請を依頼。

Ｑ＆Ａの概要

Ø 都道府県等における実際の指導に資するよう、消費者からの相談事例を例示しながら、
下記の解釈を明記。
① 「品位を損ねる又はそのおそれがある情報及び方法」、「虚偽若しくは誇大な情報」

等について、具体的には治療等の内容ではなく費用を前面に押し出すなど極端に
強調した説明、加工・修正した術前術後の写真等を使用した説明等が該当するこ
と。

② 施術に要する費用等や解約条件について、当該費用で受けることができる施術の
内容、回数や範囲、保険診療の可否、解約条件に関する規定等について、説明書
面等により説明し、承諾を得ることが必要であること。

③ 施術について、効果とリスク、類似の施術がある場合にはそれぞれの効果・リス
ク・費用・期間を比較した選択肢を説明する必要があること。

④ 一般に、美容目的で行われる施術については、施術を受ける緊急性が低いと考え

られ、即日施術を強要すること等の行為は厳に慎む必要があること。
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消費者、患者向け注意喚起資料について（参考資料３）

Ø 消費者、患者向けに、「美容医療などの施術
を受ける前に確認したいこと」に関する注意喚
起資料を消費者庁と連名で作成。

Ø 消費者、患者向け注意喚起資料を平成28年９
月に公表。

Ø 同月、都道府県等に配布等を依頼するととも
に、関係団体に周知等を依頼。

Ø 毎週火曜日に厚生労働省のTwitterにより注
意喚起を実施（フォロワー数は約41万人）。

Ø 消費者庁においても、Ｔｗｉｔｔｅｒ、facebook等に
よる注意喚起及び主要消費者団体への周知
を実施。



③その他
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概要

Ø 都道府県等の医療広告の担当者を集めて毎年１回開催している会議
Ø 平成28年度は、９月～10月に全国７ブロックにて開催、合計143人が参加
Ø 議事
① 医療機関のウェブサイト等の取り扱いに関する検討状況について
⇒建議の紹介をするとともに、検討会のとりまとめの内容について説明し、
新たな規制の導入前であっても積極的な指導の実施等を依頼。

② インフォームド・コンセントに関する事務連絡等について
⇒「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの
取扱い等に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ）の送付について」、「美容医療
サービスにみる包茎手術の問題点」の送付について（依頼）」及び「「60
歳以上の女性の美容医療トラブルが高額化！―しわ取り注射で1,300
万円もの請求が…― 」の送付について（依頼）」等について説明を行い、
消費者部局との連携や、医療機関への周知徹底等を要請。

③ 美容医療に関する消費生活相談の概要について（消費者庁または国民
生活センターから講演）

④ 医療広告等の指導の現状について（事例報告会）
⇒事例報告会において、担当者間で指導内容やその根拠について共有し
あうことにより、指導力の向上を図った。 等

医療広告等に関する都道府県等担当者会議について



14

その他

Ø平成28年２月、全国医政関係主管課長会議で指導の徹底を再
度依頼
Ø平成28年３月、インターネットプロバイダを含む広告会社向けに
医療広告規制や検討会の開催等について講演
Ø平成28年３月、平成27年度における医療安全支援センターが受
けた相談事例のうち美容医療に係る相談対応等の事例につい
て収集し、冊子を全国の医療安全支援センターに配布し、共有
Ø平成28年10月、日本美容外科学会総会シンポジウムにて医療
広告規制や新たな規制の方向性等について講演


